
在宅医療介護連携推進事業  第 １ 回 鮎 み の 会  
 

日 時  平成 29 年 5 月 18 日（木）13：30～ 

場 所  南那須図書館 

司 会  大橋 弘代（那須烏山市健康福祉課） 

  

 

１ 開会                      

 

２ あいさつ                         13：30～13：35 

 

３ 事例紹介                          13：35～1４：05 

  「小地域見守りネットワークの実践」 

              敬愛荘 居宅支援事業所  ケアマネ 相田 和代  氏 

  「前頭側頭葉型認知症について」 

                 烏山台病院 精神保健福祉士 静野 智隆 氏 

  「小地域見守り隊について」 

               那須烏山市社会福祉協議会 地域福祉係 係長 福祉活動専門員 

山村 浩之氏 

  

４ グループ討議                        1４：05～14：40 

   

５ 討議内容の発表・全体討議                   14：40～15：00 

 

６ その他                            15：00～15：10 

 

６ 閉会                             15：10 

 

 

 

※ 事例の取り扱いには充分に御注意ください。 

 

  

次回開催日  8/18（金) 1８：30～  

 

助成 ： 公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 



　
自治会など小地域において、日常生活上の支えが必要な高齢者や障がい者の方などに、地域が

主体となって見守りや助け合い活動を行い、安心して暮らせる地域づくり（つながりづくり）を進めること
が目的です。

⽬的

　
少子超高齢社会を向かえ、独居高齢者や高齢者世帯、認知症などの介護を要する高齢者等が増

えています。また、家族形態や地域活動の変化等に伴い、困っても相談相手がいない、自分ではで
きないなど課題が生じています。
今後、安心して地域で共に暮らしていくためには、地域住民同士、関係機関が連携し、見守り助け

合う体制づくりが求められています。
このため、社会福祉協議会（以下「社協」という。）としては、自治会、民生委員児童委員、市などと

連携の基、小地域見守り活動を呼びかけています。

背景

①場をつくる
　地域内で活動体制づくり。（自治会役員、民生委員、協力者など）
　見守り会議を定期開催。対象者を把握。

②見守り
　日頃から気にかける、声かけなど。

③助け合い（生活支援）
　ゴミ出しや買い物など、必要に応じた手助け。居場所づくなど。
　
　
活動の手順は裏面を参照ください。

　〜普段から、ご近所でお互い気付き合い、声をかけ合うことが⼤切です！〜

平成29年4月1日時点
・93自治会で実施または検討を進めています。
・対象者数は298人。（確認中を含む）

活動のポイント

取り組み状況

（平成29年度版）

⼩地域⾒守り活動
〜地域のみんなで⾒守り助け合いの輪をひろげましょう〜

那須烏⼭市社会福祉協議会



地域で活動実施するための、標準的な手順です。小地域見守り活動に取組む際の目安としていただきます。

地域内で、定期的に見守り会議（場）を開催します。

・会議の構成は、自治会役員、民生委員児童委員、協力者、社協、市などとなります。

・日常生活上の支えが必要な、独居高齢者、高齢者世帯、障がい者世帯、閉じこもりがちな人がいる世

帯など、対象者の抽出や地域の福祉課題への対応などについて話し合います。

・活動の内容を決定します。

・見守り会議の頻度は、目安として年2回程度。（地域の実情に応じて）

※個人のプライバシーや守秘義務には十分な配慮をします。

地域では、必要な活動を行います。

①見守り
・対象者の身辺、身体の観察。安否確認。連絡。

日頃から気にかける、声かけなど。

②助け合い（生活支援）
・対象者の身辺、身体の支援。

ゴミ出しや買い物など、必要に応じた手助け。居場所づくりなど。

地域での説明会

・社協は、自治会長、民生委員児童委員、市と調整し、各地域で説明を行います。

※社協が実施している関連サービス （本所88－7881 烏山支所84－1294）

①介護等サービス…介護保険事業（ケアプラン、ホームヘルパー）、障害福祉サービス

②ふれあいサービス…病院送迎、家事支援

③日常生活自立支援事業（あすてらす）…金銭管理

※市健康福祉課・地域包括支援センター（88－7115）

専門職との連携

・長期的な手助けや、関連サービスの利用などが必要と判断される場合、地域では社協や市へ連絡を

します。

・社協や市では、サービス利用や必要な支援につないでいきます。

・年度末には、地域内で対象者数や活動の実施状況を確認し、次年度に引き継いで頂きます。

・社協は、年1回地域との確認を通して、対象者を更新します。







































◎臓器提供・・・□希望する ・ □希望しない
臓器提供は、脳死後または心臓が停止した死後に行うことが出来ます。詳しく

は下記の団体へお問い合わせ下さい。
日本臓器移植ネットワーク…0120-78-1069

（平日9：00～17：30）
公益財団法人栃木県臓器移植推進協会…028-623-3086

（栃木県保健福祉部健康増進課内）
公益財団法人栃木県アイバンク…028-624-1010（24時間）

自由記載

◎ドナーカード・・・ □持っている ・ □持っていない

ドナーカード＝「臓器提供意思表示カード」のことです。免許証や保険証、マ
イナンバーカードの裏側にも記載欄が設けられています。ドナーカードにご自身
の意思を記入されている場合には、その内容やカードのありかについてご親族に
伝えておくようにしましょう。

自由記載

裏 「雲の手帳」別紙（那須塩原クリニック作成）

以上の文書は、十分な説明を受け、作成年月日時点での自らの意思をもって作成

しました。

作成年月日 年 月 日

本人署名 家族署名

説明した人の署名 （職種 ）

※この書類はいつでも、何度でも作りなおしが出来ます





４）講師の話の内容はどうでしたか？ 

 
 

５）今後の自分に役立つと思いますか？ 

 

 

６）今後聞きたいテーマや講師の先生は 

  ・黒崎先生のお人柄が良くわかり、素敵な研修でした。今までの研修で一番よかったです。 

  ・多職種関わるエンドオブライフケアについて、もう一度先生の話が聞きたい 

  ・当地域での訪問診療の実際について当地域の医師から話が聞きたい 

  ・連携の重要性を再認識しました。そこで、地域連携の進捗状況・在宅医療の支援体制・行政の動き 

など１市１町としてどのような会議があり、どのように繋がっているのか。この後どのように繋 

がっていくのかなど全体の動きを知りたい。 

  ・終末期医療・ＤＮＡ患者搬送などについて 

 

７）鮎みの会・在宅医療介護連携へのご意見 

  ・鮎みの会・困難事例検討会に一般市民の方の参加も促して欲しい 

  ・現在の活動を共有できる場が欲しい（訪看・ケアマネ・ヘルパー・行政の活動）を具体的に知りた 

   い 

  ・今後も鮎みの会研修会・カンファレンス・意見交換会を継続して欲しい 

  ・開催時間は、日中より勤務終了後の時間帯がよい。（勤務中はなかなか参加できない） 

・グループワークより講演会の方が理解できました。今後も講演会を多く取り入れてください       

 

以上 
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